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「
増
額
に
は
反
対
だ
が
、今
後
頑
張
る
の

で
あ
れ
ば
、
理
解
を
す
る
」
と
の
言
葉

を
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
を
も
っ
て
市
民

の
声
を
聴
い
た
と
か
、
公
平
性
を
確
保

し
た
と
は
言
え
な
い
が
、
努
力
は
し
た
。

�

鶴
ヶ
島
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

　

鶴
ヶ
島
市
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
の

答
申
を
踏
ま
え
た
議
員
報
酬
の
月
額
の

改
定
及
び
職
員
と
の
均
衡
を
図
る
た
め

の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
の
改
定
を
す

る
も
の
で
あ
る
。

�

議
員
報
酬
の
改
定
の
経
緯
は
。

�

人
事
課
長　

議
員
報
酬
は
平
成
８

年
以
降
改
定
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　

年
１
月
、
特
別
職
報
酬
等
審
議
会

１９
か
ら
近
隣
市
等
と
比
較
し
て
相
対
的
に

低
く
、
議
員
の
職
責
に
対
す
る
適
正
な

報
酬
と
い
う
観
点
か
ら
増
額
の
答
申
が

あ
っ
た
が
、
社
会
経
済
情
勢
、
市
長
等

が
給
料
の
減
額
を
行
っ
て
い
た
こ
と
な

ど
か
ら
改
定
を
行
わ
な
か
っ
た
。

　
　

年
度
、
改
め
て
同
審
議
会
に
お
い

２６
て
県
内
類
似
団
体
に
お
け
る
報
酬
額
の

比
較
、
職
責
、
昨
今
の
景
気
動
向
や
市

民
感
情
の
点
か
ら
意
見
交
換
が
な
さ
れ
、

増
額
改
定
の
答
申
を
頂
き
、
改
定
議
案

を
提
出
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
議
案

の
根
拠
資
料
に
誤
り
が
発
覚
し
た
た
め
、

議
案
を
撤
回
し
、
今
回
、
再
度
、
同
審

議
会
か
ら
答
申
を
頂
い
た
も
の
で
あ
る
。

�

特
別
職
報
酬
等
審
議
会
の
位
置
付

け
は
。

議案第１２号ＱＡＱ

適
用
す
る
こ
と
に
伴
う
差
額
の
支
払
時

期
は
。

�

人
事
課
長　
　

年
度
内
に
支
払
い

２７

た
い
と
考
え
て
い
る
。

�

職
員
組
合
と
の
合
意
状
況
は
。

�

人
事
課
長　

交
渉
を
重
ね
、
合
意

に
至
っ
て
い
る
。

�

給
料
額
の
特
例
の
内
容
は
。

�

人
事
課
長　

給
料
表
の
引
下
げ
幅

が
大
き
い
中
高
年
層
に
つ
い
て
、

新
た
な
給
料
月
額
が
適
用
日
前
日
の
額

を
下
回
る
も
の
に
対
し
、　

年
３
月　

３０

３１

日
ま
で
現
給
保
障
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

�

鶴
ヶ
島
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に

関
す
る
条
例
及
び
鶴
ヶ
島
市
議
会
政
務

活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

鶴
ヶ
島
市
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
の

答
申
を
尊
重
し
つ
つ
、
議
員
の
資
質
を

高
め
る
た
め
、
議
員
報
酬
の
月
額
の
改

定
及
び
政
務
活
動
費
の
交
付
額
の
増
額

を
行
う
と
と
も
に
、
職
員
と
の
均
衡
を

図
る
た
め
、
期
末
手
当
の
支
給
割
合
の

改
定
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

�

議
員
報
酬
は
、
議
員
活
動
の
対
価

で
あ
り
、
議
会
で
の
議
論
と
市
民

へ
の
提
示
が
必
要
で
あ
る
。
議
・
議
案

と
し
て
議
員
が
提
出
す
る
こ
と
の
公
平

性
と
市
民
の
声
に
耐
え
得
る
背
景
は
あ

る
の
か
。

�

提
出
議
員　

議
・
議
案
を
提
出
す

る
に
当
た
り
、
会
派
公
明
党
と
し

て
手
分
け
を
し
て
十
数
人
の
方
に
ご
意

見
を
伺
っ
た
。
そ
の
中
の
１
人
か
ら

ＡＱＡＱＡ議・議案第１号ＱＡ

範
囲
内
と
な
っ
て
い
る
。

�

管
理
職
も
取
得
可
能
な
の
か
。
ま

た
、
本
市
で
は
支
給
さ
れ
て
い
な

い
管
理
職
の
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日

手
当
及
び
夜
間
手
当
の
検
討
は
。

�

人
事
課
長　

今
回
の
改
正
部
分
は

管
理
職
も
取
得
で
き
る
。
ま
た
、

管
理
職
へ
の
時
間
外
、
休
日
及
び
夜
間

の
手
当
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
十
分
に

検
討
し
て
い
き
た
い
。

�

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の

公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
令
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
条
例
に
よ
り
支
給

さ
れ
る
傷
病
補
償
年
金
又
は
休
業
補
償

と
法
律
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
障
害
厚
生

年
金
等
が
併
給
さ
れ
る
場
合
の
調
整
率

を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。

�

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

国
家
公
務
員
及
び
埼
玉
県
職
員
の
給

与
改
定
に
合
わ
せ
る
た
め
、
一
般
職
の

職
員
の
給
与
改
定
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

�

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

国
家
公
務
員
及
び
埼
玉
県
職
員
の
給

与
改
定
に
合
わ
せ
る
た
め
、
一
般
職
の

職
員
の
給
与
改
定
を
行
う
こ
と
及
び
地

方
公
務
員
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
等

級
別
基
準
職
務
表
を
定
め
る
こ
と
等
を

す
る
も
の
で
あ
る
。

�

給
料
表
の
改
定
と
勤
勉
手
当
の
引

上
げ
を　

年
４
月
１
日
に
遡
っ
て

２７

ＱＡ議案第９号議案第１０号議案第１１号Ｑ

般
職
非
常
勤
職
員
の
月
額
報
酬
額
の
改

定
及
び
地
方
公
務
員
法
の
一
部
改
正
に

伴
う
引
用
条
項
の
整
理
を
す
る
も
の
で

あ
る
。

�

一
般
職
非
常
勤
職
員
と
臨
時
職
員

を
常
勤
の
職
員
に
換
算
す
る
と
何

人
に
な
る
か
。

�

人
事
課
長　

平
成　

年
度
の
一
般

２８

会
計
で
は
、
一
般
職
非
常
勤
職
員

が
１
９
２
人
、
臨
時
職
員
が　

人
の
合

２２

計
２
１
４
人
と
な
る
。

�

鶴
ヶ
島
市
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況

の
公
表
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

　

地
方
公
務
員
法
の
一
部
改
正
に
伴
う

人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
に
関
す
る

公
表
す
べ
き
事
項
の
追
加
及
び
行
政
不

服
審
査
法
の
全
部
改
正
に
伴
う
用
語
の

整
理
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

�

鶴
ヶ
島
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及

び
休
暇
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

　

男
性
職
員
の
育
児
へ
の
積
極
的
な
参

加
を
推
進
す
る
た
め
、
男
性
職
員
の
育

児
参
加
の
た
め
の
特
別
休
暇
を
設
け
る

こ
と
及
び
地
方
公
務
員
法
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
引
用
条
項
の
整
理
を
す
る
も

の
で
あ
る
。

�

本
特
別
休
暇
の
近
隣
市
の
導
入
状

況
は
。

�

人
事
課
長　

県
内　

市
中
、　

市

４０

３３

が
導
入
し
て
お
り
、
全
て
５
日
の

ＱＡ議案第７号議案第８号ＱＡ

�

鶴
ヶ
島
市
行
政
不
服
審
査
会
条
例
に
つ

い
て

　

行
政
不
服
審
査
法
第　

条
第
４
項
の

８１

規
定
に
基
づ
き
、
鶴
ヶ
島
市
行
政
不
服

審
査
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

�

委
員
の
選
任
方
法
は
。

�

総
務
人
権
推
進
課
長　

弁
護
士
や

大
学
教
授
な
ど
の
専
門
性
を
持
っ

た
方
々
を
考
え
て
お
り
、
選
任
母
体
に

対
し
て
推
薦
を
依
頼
し
、
決
め
た
い
。

�

鶴
ヶ
島
市
行
政
不
服
審
査
制
度
に
係
る

書
面
の
交
付
に
関
す
る
手
数
料
条
例
に

つ
い
て

　

行
政
不
服
審
査
法
第　

条
第
４
項
の

３８

規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
関
す
る
手

数
料
の
額
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

�

鶴
ヶ
島
市
個
人
情
報
保
護
条
例
及
び
鶴

ヶ
島
市
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

　

個
人
情
報
保
護
制
度
及
び
情
報
公
開

制
度
に
お
け
る
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
、

行
政
不
服
審
査
法
第
９
条
に
規
定
す
る

審
理
員
に
よ
る
審
理
制
度
の
適
用
を
除

外
す
る
こ
と
及
び
用
語
の
整
理
を
す
る

も
の
で
あ
る
。

�

鶴
ヶ
島
市
一
般
職
非
常
勤
職
員
等
の
任

用
、
勤
務
条
件
等
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

最
低
賃
金
の
引
上
げ
を
勘
案
し
た
一

議案第２号ＱＡ議案第３号議案第４号議案第５号


